
愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

第８章 在宅医療対策 

１ プライマリ・ケアの推進 
 【現状と課題】                  

第８章 在宅医療対策 

１ プライマリ・ケアの推進 
 【現状と課題】       

 現  状 
１ プライマリ・ケアの現状 
○ 地域住民が健康で安心な生活を送る
ためには、身近な医療機関で適切な医
療が受けられ、疾病の継続的な管理や
予防のための健康相談等を含めた包括
的な医療（プライマリ・ケア）が受け
られることが重要です。
○ プライマリ・ケアの機能を担うのは
かかりつけ医・かかりつけ歯科医であ
り、医療機関としては地域の診療所
（歯科診療所を含む。）が中心になり
ます。
○ プライマリ・ケアにおいては、診療
所の医師がかかりつけ医（歯科医）の
役割を担うことが重要ですが、患者の
大病院志向を背景として、その普及が
進みにくい状況にあります。
○ 診療所のうち一般診療所は毎年増加
していますが、歯科診療所は平成30年
から減少しています。また、一般診療
所のうち有床診療所は毎年減少してい
ます。（表8-1-1）

 ○ 診療所を受診する外来患者の総数
は、病院の外来患者の総数よりも多く
なっています。 
（表8-1-2） 

 ○ 医薬分業の推進と地域住民による主
体的な健康の維持増進を支援する健康
サポート薬局制度の創設などにより、
かかりつけ薬剤師・薬局の果たす役割
も大きくなっています。 

 課  題 

○ 健康づくりから疾病管理
まで一人ひとりの特性にあ
ったプライマリ・ケアが受
けられるよう、かかりつけ
医、かかりつけ歯科医、かか
りつけ薬剤師・薬局の重要
性について啓発する必要が
あります。 
○ 医療技術の進歩や医療機
器の開発等により、在宅医
療が多様化、高度化してき
ていることから、これに対
応する医療従事者の資質の
向上が求められています。

 現  状 
１ プライマリ・ケアの現状 
○ 地域住民が健康で安心な生活を送る
ためには、身近な医療機関で適切な医
療が受けられ、疾病の継続的な管理や
予防のための健康相談等を含めた包括
的な医療（プライマリ・ケア）が受け
られることが重要です。 
○ プライマリ・ケアの機能を担うのは
かかりつけ医・かかりつけ歯科医であ
り、医療機関としては地域の診療所
（歯科診療所を含む。）が中心になり
ます。
○ プライマリ・ケアにおいては、診療
所の医師がかかりつけ医（歯科医）の
役割を担うことが重要ですが、患者の
大病院志向を背景として、その普及が
進みにくい状況にあります。
○ 診療所は、一般診療所、歯科診療所
ともに毎年増加していますが、一般診
療所のうち有床診療所は減少していま
す。（表8-1-1）

 ○ 診療所を受診する外来患者は、病院
の外来患者よりも多くなっています。
（表8-1-2） 

 ○ 医薬分業の推進と地域住民による主
体的な健康の維持増進を支援する健康
サポート薬局制度の創設などにより、
かかりつけ薬剤師・薬局の果たす役割
も大きくなっています。 

 課  題 

○ 健康づくりから疾病管理
まで一人ひとりの特性にあ
ったプライマリ・ケアが受
けられるよう、かかりつけ
医、かかりつけ歯科医、かか
りつけ薬剤師・薬局の重要
性について啓発する必要が
あります。 
○ 医療技術の進歩や医療機
器の開発等により、在宅医
療が多様化、高度化してき
ていることから、これに対
応する医療従事者の資質の
向上が求められています。

※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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２ プライマリ・ケアの推進 
○ プライマリ・ケアを担う医師・歯科
医師には保健、医療だけでなく、福祉
に係る幅広い知識が求められますの
で、大学医学部、歯学部の卒前教育か
ら医師臨床研修における教育が重要に
なります。
○ 近年の医学の進歩に伴い、プライマ
リ・ケア
で提供される医療は高度化かつ多様化
しています。 

○ 医師（歯科医師）は、臨
床研修制度により、プライ
マリ・ケアの基本的な診療
能力を身につけることが必
要です。 
○ プライマリ・ケアを推進
するためには、診療所では
対応できない高度な検査、
治療等に対応するための病
診連携を図ることが必要で
す。
○ また、医療機器の共同利
用や医療技術の向上に係る研
修などを通じて、かかりつけ
医等を支援する機能が必要で
す。

２ プライマリ・ケアの推進 
○ プライマリ・ケアを担う医師・歯科
医師には保健、医療だけでなく、福祉
に係る幅広い知識が求められますの
で、大学医学部、歯学部の卒前教育か
ら医師臨床研修における教育が重要に
なります。
○ 近年の医学の進歩に伴い、プライマ
リ・ケア
で提供される医療は高度化かつ多様化
しています。 

○ 医師（歯科医師）は、臨
床研修制度により、プライ
マリ・ケアの基本的な診療
能力を身につけることが必
要です。 
○ プライマリ・ケアを推進
するためには、診療所では
対応できない高度な検査、
治療等に対応するための病
診連携を図ることが必要で
す。
○ また、医療機器の共同利
用や医療技術の向上に係る研
修などを通じて、かかりつけ
医等を支援する機能が必要で
す。

【今後の方策】 
○ 医師会、歯科医師会、薬剤師会、市町村等と連携を密にし、かかりつ
け医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の重要性についての
啓発を行うなど、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・
薬局の普及に努めます。 
○ 医師、歯科医師の研修については、臨床研修病院などと連携し、プラ
イマリ・ケアの基本的な診療能力を習得するのに必要な指導体制を整備
し、その資質の向上を図ります。 

【今後の方策】 
○ 医師会、歯科医師会、薬剤師会、市町村等と連携を密にし、かかりつ
け医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の重要性についての
啓発を行うなど、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・
薬局の普及に努めます。
○ 医師、歯科医師の研修については、臨床研修病院などと連携し、プラ
イマリ・ケアの基本的な診療能力を習得するのに必要な指導体制を整
備し、その資質の向上を図ります。
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愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

２ 在宅医療の提供体制の整備 
 【現状と課題】                  

２ 在宅医療の提供体制の整備 
 【現状と課題】       

 現  状 
１ 在宅医療の提供 
○ 寝たきりの高齢者や慢性疾患で長期
の療養が必要な患者など、主として在
宅での適切な医療を必要とする患者が
増加しています。
○ 医療技術の進歩や発症早期からのリ
ハビリテーションにより、病院を早期
に退院できる患者が増えています。
○ 医療保険による在宅医療、介護保険
による在宅サービスを実施している医
療機関は、表8-2-1、表8-2-2、表8-2-
3のとおりであり、全ての医療圏にお
いて在宅医療等が実施されています。
○ 日常の療養生活を支援するための、
訪問診療を提供している医療機関は、
平成29(2017)年10月時点において
1,197か所となっています。 
  また、歯科医療の面から、訪問歯科
診療を提供している歯科診療所は平成
30(2018)年度において1,372か所、服
薬指導の面から、訪問薬剤管理指導を
実施する事業所は、令和3(2021)年1月
現在で3,250か所となっています。 
○ 24時間体制で往診に対応する在宅療
養支援病院及び在宅療養支援診療所
は、医療を必要とする高齢者が地域で
安心して生活するために欠かせないも
のであり、令和3(2021)年1月現在にお
ける設置状況は、在宅療養支援病院は
56か所、在宅療養支援診療所は850か
所となっています。（表8-2-4） 
また、歯科医療の面から支援する在

 課  題 

○ 在宅療養支援診療所、訪
問看護ステーションの数な
どの指標のうち、全国水準
を下回っているものもあり
（表8-2-7）、こうした在宅
医療サービスの提供におい
て基盤となる資源をさらに
充実させることが必要で
す。 

 現  状 
１ 在宅医療の提供 
○ 寝たきりの高齢者や慢性疾患で長期
の療養が必要な患者など、主として在
宅での適切な医療を必要とする患者が
増加しています。
○ 医療技術の進歩や発症早期からのリ
ハビリテーションにより、病院を早期
に退院できる患者が増えています。
○ 医療保険による在宅医療、介護保険
による在宅サービスを実施している医
療機関は、表8-2-1、表8-2-2、表8-2-
3のとおりであり、全ての医療圏にお
いて在宅医療等が実施されています。
○ 日常の療養生活を支援するための、
訪問診療を提供している医療機関は、
平成26(2014)年10月時点において
1,201か所となっています。 
  また、歯科医療の面から、訪問歯科
診療を提供している歯科診療所は平成
26(2014)年10月時点において838か所、
医薬品の面から、訪問薬剤管理指導を
実施する事業所は、平成30(2018)年1月
現在で3,052か所となっています。 
○ 24時間体制で往診に対応する在宅療
養支援病院及び在宅療養支援診療所
は、医療を必要とする高齢者が地域で
安心して生活するために欠かせないも
のであり、平成30(2018)年1月現在に
おける設置状況は、在宅療養支援病院
は43か所、在宅療養支援診療所は754
か所となっています。（表8-2-4）
また、歯科医療の面から支援する在宅

 課  題 

○ 在宅療養支援診療所、訪
問看護ステーションの数な
どの指標のうち、全国水準
を下回っているものもあり
（表8-2-7）、こうした在宅
医療サービスの提供におい
て基盤となる資源をさらに
充実させることが必要で
す。 

※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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宅療養支援歯科診療所は、令和3(2021)
年1月現在で564か所となっています。
（表8-2-5） 
○ かかりつけ医からの指示により看護
師が定期的に家庭訪問し、高齢者や家
族の健康状態と介護状況に応じて必要
な看護サービスを提供する訪問看護ス
テーションは、令和3(2021)年1月現在
で811か所となっています。（表8-2-
6）
○ 退院支援から生活の場における支
援、急変時の対応、看取りまで、切れ
目なく継続して適切な医療が行われる
よう、それぞれの場面において、入院
医療機関及び在宅医療機関、訪問看護
ステーション等の連携が進んでいま
す。 
○ 医療の継続性や退院に伴って新たに
生じる問題の対応のために、入院初期
から退院後の生活を見据えた支援を行
う、退院支援担当者を配置している医
療機関は、平成29(2017)年10月時点に
おいて166か所となっています。 
○ 急変時に入院が必要と判断された場
合に、24時間の受入れ体制を確保す
る、在宅療養後方支援病院は、令和
3(2021)年1月現在で22か所となってい
ます。 
○ 患者が住み慣れた地域で最期を迎え
るための、在宅看取りを実施している
医療機関は、平成29(2017)年10月時点
において266か所となっています。 

 ○ また、ＮＩＣＵ等への長期入院の
後、たん吸引や経管栄養などの医療的
ケアを自宅で受けながら日常生活を営
む小児等の患者も増加しています。 

   県では、こうした小児在宅医療に対

○ 複合型サービス、定期巡
回・随時対応型訪問介護看
護などの地域密着型サービ
スを始め、地域市町村を主
体とする新しい総合事業と
の連携による機能強化が必
要です。 

○ 退院支援体制を強化させ
るためには、入院医療機関
と在宅医療に係る機関との
連携・協働を深めること、
また、地域の実情を踏まえ
た共通ルール等の策定・運
用が望まれます。 
○ 急変時に対応を行うこと
が可能な病院の確保を進め
る必要があります。 

○ 在宅看取りを行う医療機
関の充実及び、施設や後方
支援を担う医療機関での看
取り体制の強化を図り、入
院医療機関等における相談
体制も含め、患者の意思が
より尊重される形で人生の
終盤を地域で迎えることが
できる体制の整備を進める
必要があります。 
○ 医師を始め小児在宅医療
に対応できる人材のさらな

療養支援歯科診療所は、平成30(2018)
年1月現在で628か所となっています。
（表8-2-5） 
○ かかりつけ医からの指示により看護
師が定期的に家庭訪問し、高齢者や家
族の健康状態と介護状況に応じて必要
な看護サービスを提供する訪問看護ス
テーションは、平成30(2018)年1月現
在で599か所となっています。（表8-2-
6）
○ 退院支援から生活の場における支
援、急変時の対応、看取りまで、切れ
目なく継続して適切な医療が行われる
よう、それぞれの場面において、入院
医療機関及び在宅医療機関、訪問看護
ステーション等の連携が進んでいま
す。 
○ 医療の継続性や退院に伴って新たに
生じる問題の対応のために、入院初期
から退院後の生活を見据えた支援を行
う、退院支援担当者を配置している医
療機関は、平成26(2014)年10月時点に
おいて170か所となっています。 
○ 急変時に入院が必要と判断された場
合に、24時間の受入れ体制を確保す
る、在宅療養後方支援病院は、平成
30(2018)年1月現在で21か所となって
います。 
○ 患者が住み慣れた自宅で最期を迎え
るための、在宅看取りを実施している
医療機関は、平成26(2014)年10月時点
において251か所となっています。 

 ○ また、ＮＩＣＵ等への長期入院の
後、たん吸引や経管栄養などの医療的
ケアを自宅で受けながら日常生活を営
む小児等の患者も増加しています。 

   県では、こうした小児在宅医療に対

○ 複合型サービス、定期巡
回・随時対応型訪問介護看
護などの地域密着型サービ
スを始め、地域市町村を主
体とする新しい総合事業と
の連携による機能強化が必
要です。 

○ 退院支援体制を強化させ
るためには、入院医療機関
と在宅医療に係る機関との
連携・協働を深めること、
また、地域の実情を踏まえ
た共通ルール等の策定・運
用が望まれます。 
○ 急変時に対応を行うこと
が可能な病院の確保を進め
る必要があります。 

○ 在宅看取りを行う医療機
関の充実及び、施設や後方
支援を担う医療機関での看
取り体制の強化を図り、入
院医療機関等における相談
体制も含め、患者の意思が
より尊重される形で人生の
終盤を地域で迎えることが
できる体制の整備を進める
必要があります。 
○ 医師を始め小児在宅医療
に対応できる人材のさらな
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応できる医師等を増加させるための取
組を県医師会等と連携し実施していま
す。 
○ なお、平成 20(2008)年 3 月から運用
を開始した「愛知県医療機能情報公表
システム」において、地域で在宅医療
を提供する医療機関に関する情報をイ
ンターネット上で提供しています。
  また、県歯科医師会では在宅医療に
対応可能な会員医療機関の情報を「訪
問歯科診療案内」で、県薬剤師会では
「在宅医療受入薬局リスト検索」で提
供しています。

２ 医療と介護の連携 
○ 在宅医療の推進には、医療と介護の
連携が重要であるため、医師、歯科医
師、薬剤師、看護師、介護支援専門員な
ど、医療及び介護に係る様々な職種が
互いの専門的知識を活かしながら、連
携して患者・家族をサポートしていく
体制を構築するための研修会が地域に
おいて実施されています。
○ また、県としては、市町村からの相
談に対し、助言・指導を行う相談窓口
の設置や、市町村職員等を対象とした
研修会の開催などにより支援を行って
います。

○ 多職種間で在宅患者の情報をリアル
タイムで共有する、いわゆる在宅医療
連携システムは、平成 30(2018)年度か
ら県内全ての市町村において導入され

る確保が不可欠であるとと
もに、福祉や教育との連携
が必要です。 

○ 医療と介護の連携の推進
は、介護保険法の地域支援
事業として制度化され、市
町村が主体となって、医師
会等の関係団体と協力しな
がら実施することが求めら
れています。 

○ 市町村が実施する在宅医
療・介護連携推進事業にお
ける取組で、医療に係る専
門的・技術的な対応が必要
な「切れ目のない在宅医療
と在宅介護の提供体制の構
築推進」や「在宅医療・介
護連携に関する相談支
援」、「在宅医療・介護連携
に関する関係市区町村の連
携」について、重点的支援
が必要です。 
○ 在宅医療の提供体制にお
いて、情報通信技術が導
入・普及されることは、在
宅医療従事者の負担軽減の

応できる医師等を増加させるための取
組を県医師会等と連携し実施していま
す。 
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を開始した「愛知県医療機能情報公表
システム」において、地域で在宅医療を
提供する医療機関に関する情報をイン
ターネット上で提供しています。
  また、県医師会では在宅医療に対応
可能な会員医療機関の情報を「あいち
在宅医療ネット」で、県歯科医師会で
は「訪問歯科診療案内」で、県薬剤師
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２ 医療と介護の連携 
○ 在宅医療の推進には、医療と介護の
連携が重要であるため、医師、歯科医
師、薬剤師、看護師、介護支援専門員な
ど、医療及び介護に係る様々な職種が
互いの専門的知識を活かしながら、連
携して患者・家族をサポートしていく
体制を構築するための研修会が地域に
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す。
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イムで共有する、いわゆる在宅医療連
携システムは、平成 30(2018)年度初め
には県内全ての市町村において稼働す

る確保が不可欠であるとと
もに、福祉や教育との連携
が必要です。 

○ 医療と介護の連携の推進
は、介護保険法の地域支援
事業として制度化され、市
町村が主体となって、医師
会等の関係団体と協力しな
がら実施することが求めら
れています。 

○ 市町村が実施する在宅医
療・介護連携推進事業にお
ける取組で、医療に係る専
門的・技術的な対応が必要
な「切れ目のない在宅医療
と在宅介護の提供体制の構
築推進」や「在宅医療・介
護連携に関する相談支
援」、「在宅医療・介護連携
に関する関係市区町村の連
携」について、重点的支援
が必要です。 
○ 在宅医療の提供体制にお
いて、情報通信技術が導
入・普及されることは、在
宅医療従事者の負担軽減の
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ています。 

３ 地域包括ケアシステムの構築
 〇 高齢者が地域において安心して暮ら
し続けることができるように、地域包
括ケアシステムの構築に向けた取組を
進めています。

〇 システムの構築には、医療・介護・福
祉の連携が必要であり、地域における
連携の中核的機関である地域包括支援
センターでは、社会福祉士等専門職が、
高齢者からの総合的な相談に対し助言
を行うとともに、医療・介護・福祉の必
要なサービスをつなぐ役割を果たして
います。

観点からも重要であり、市
町村間での互換性確保、利
活用のさらなる促進のため
地域の関係者間で協議を進
める必要があります。 

〇 地域包括支援センター
は、制度横断的な連携ネット
ワークを構築して、取組を適
切に実施する必要がありま
す。

る予定です。 
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祉の連携が必要であり、地域における
連携の中核的機関である地域包括支援
センターでは、社会福祉士等専門職が、
高齢者からの総合的な相談に対し助言
を行うとともに、医療・介護・福祉の必
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内全域での運用はもとよ
り、市町村間での互換性確
保、利活用のさらなる促進
のため地域の関係者間で協
議を進める必要がありま
す。 

〇 地域包括支援センター
は、制度横断的な連携ネット
ワークを構築して、取組を適
切に実施する必要がありま
す。

【今後の方策】 
○ 在宅療養支援診療所や訪問看護ステーション、在宅療養支援歯科診
療所、訪問薬剤管理指導を実施する事業所を充実する方策について、
医師会等の関係機関と連携し進めていきます。 
○ 既存病床数が基準病床数を上回る圏域において、在宅医療の提供の推
進のために診療所に病床が必要な場合は、医療審議会医療体制部会の意
見を聞きながら、医療法施行規則第1条の14第7項第1号の診療所として
整備を図ります。 該当する診療所名は別表をご覧ください。 
○ 在宅療養支援歯科診療所については、在宅歯科診療に必要な医療機
器等の整備に係る経費の助成等財政的支援に努めます。 
○ 退院支援を充実させるため、広域的な退院支援ルールの策定を進めま
す。 
○ 在宅患者急変時における後方支援病院の確保を進めます。 
○ 在宅での看取りが可能な体制を確保するため、医療機関における適
切な情報提供や相談体制のあり方、本人や家族の意思決定が困難な事
例への対応方法など、人生の最終段階における医療提供体制に関する
検討を進めます。 
○ 小児在宅医療に従事する医師等を増加させるための取組を医師会等

【今後の方策】 
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見を聞きながら、医療法施行規則第1条の14第7項第1号の診療所として
整備を図ります。 該当する診療所名は別表をご覧ください。 
○ 在宅療養支援歯科診療所については、在宅歯科診療に必要な医療機
器等の整備に係る経費の助成等財政的支援に努めます。 
○ 退院支援を充実させるため、広域的な退院支援ルールの策定を進めま
す。 
○ 在宅患者急変時における後方支援病院の確保を進めます。 
○ 在宅での看取りが可能な体制を確保するため、医療機関における適
切な情報提供や相談体制のあり方、本人や家族の意思決定が困難な事
例への対応方法など、人生の最終段階における医療提供体制に関する
検討を進めます。 
○ 小児在宅医療に従事する医師等を増加させるための取組を医師会等
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関係団体と連携し進めていきます。 
○ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、介護支援専門員、介
護福祉士などの関係多職種がお互いの専門的な知識を活かしながらチ
ームとなって患者・家族をサポートしていく体制の構築に取り組む市町
村を支援していきます。 
○ 市町村が行う、医療、介護、予防、生活支援サービス、住まいを地
域において切れ目なく提供する地域包括ケアシステムを構築していく
取組を支援していきます。 

○ 将来の在宅医療に係る需要について、医療サービスと介護サービスが、
地域の実情に応じて補完的に提供されるよう、県や市町村の医療・介護担
当者等による検討を行っていきます。 

関係団体と連携し進めていきます。 
○ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、介護支援専門員、介
護福祉士などの関係多職種がお互いの専門的な知識を活かしながらチ
ームとなって患者・家族をサポートしていく体制の構築に取り組む市町
村を支援していきます。 
○ 市町村が行う、医療、介護、予防、生活支援サービス、住まいを地
域において切れ目なく提供する地域包括ケアシステムを構築していく
取組を支援していきます。 

○ 将来の在宅医療に係る需要について、医療サービスと介護サービスが、
地域の実情に応じて補完的に提供されるよう、県や市町村の医療・介護担
当者等による検討を行っていきます。 
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愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

第９章  保健医療従事者の確保対策 
１ 医師確保計画の推進 

医師偏在の問題は、これまでにも対策が講じられてきましたが、未だ解
消が図られていない状況です。全国的には医師数の増加が図られていま
すが、偏在対策が十分図られなければ地域の医師不足解消にはつながり
ません。 

  そこで、地域間の医師偏在の解消等を通じて地域における医療提供体
制を確保していくため、令和 2（2020）年 3月に「愛知県医師確保計画」
を策定し、医師確保対策を推進することとしました。 

  なお、詳細な内容については、別冊の「愛知県医師確保計画」に記載し
ています。 

（１）計画期間 
   令和 2（2020）年度から令和 5（2023）年度までの 4年間（次の計画

からは 3年間）（令和 18（2036）年までに医師偏在是正を達成すること
を長期的な目標とする） 

（２）「愛知県医師確保計画」の主な内容 
ア 医師少数（多数）区域の設定 
○ 厚生労働省が定めた算定式により算出した医師偏在指標に基づ
き、医師少数区域、医師多数区域を 2次医療圏単位で設定。国が示
した基準に基づき、全国 335 ある 2 次医療圏の医師偏在指標の値
を一律に比較し、上位 33.3%を医師多数区域、下位 33.3%を医師少
数区域とする。 

○ なお、国が定めることとされている医師少数都道府県・医師多数
都道府県について、本県は医師少数でも多数でもない都道府県と
されている。 

（ 新 規 ）

※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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イ 医師の確保の方針 
（ア）本県における医師の確保の方針 

○ 本県には医師多数区域が 2 区域あるため、まずは県内におい
て必要な医師を確保することとし、積極的な医師多数都道府県
からの医師の確保は行わないこととする。 

○ 医師のキャリア形成支援や勤務環境改善に積極的に取組む。

（イ）２次医療圏における医師の確保の方針 
○ 医師少数区域で必要な医師数を確保するため、愛知県地域医
療対策協議会における協議結果に基づき、地域枠医師を医師少
数区域に優先的に派遣することを基本とするが、今回の計画期
間中は、西三河南部東医療圏では重点的な医師の増加は図らな
い方針、東三河北部医療圏では現状の医療従事医師数を維持す
る方針とする。 

○ なお、今後の国における医師の働き方改革に関する議論の状
況等を踏まえ、必要に応じて、重点的に医師を確保することがで
きることとする。 
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ウ 目標医師数 
○ 医師少数区域の目標医師数は、国のガイドラインに基づき、計画
期間中に医師少数区域が計画期間開始時の下位 33.3％の基準を脱
するために要する医師数を、目標医師数として設定する。ただし、
東三河北部医療圏は、足元の医師数を目標医師数とする。

エ 目標医師数を達成するための施策 
（ア）基本的な考え方 

○ 短期的に効果が得られる施策と、医師確保の効果が得られる
までに時間のかかる長期的な施策を適切に組み合わせることに
より、目標医師数を達成するよう施策に取り組む。 

○ これらの取組を実施するため、地域医療介護総合確保基金を
積極的に活用する。 

（イ）今後の主な施策 
・短期的に効果が得られる施策 

…地域枠医師の派遣調整、大学病院等の医療機関に対する
地域枠医師以外の医師の派遣要請、キャリア形成プログ
ラムの見直し 

・長期的な施策 
…医学部臨時定員増の継続による地域枠医師の養成 

・その他の施策 
…臨床研修医募集定員の配分による医師偏在対策、病院勤

務医の勤務環境の整備、女性医師の働きやすい職場環境
の整備 

オ 個別の診療科における医師確保計画 
○ 産科及び小児科については、政策医療の観点、医師の長時間労働
となる傾向、診療科と診療行為の対応も明らかにしやすいことか
ら、暫定的な診療科別医師偏在指標を用いて医師偏在対策を検討
することとされたため、個別に医師確保計画を策定している。 
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（３）愛知県地域医療対策協議会の設置 
   平成 31（2019）年 4 月から、大学や医師会、病院等の関係者との協

議の場として、愛知県地域医療対策協議会を設置しています。これらの
関係者と十分な協議を行いながら、実効性のある施策に取り組むこと
としています。 
また、協議の際には、愛知県医療審議会や愛知県地域医療構想推進委

員会、愛知県地域医療支援センターや愛知県医療勤務環境改善支援セ
ンター等と連携を図り、それぞれが取り組む施策との整合性を図るこ
ととし、具体的な派遣先医療機関や医師数等については、本県における
医療提供体制の構築に関する取組状況を踏まえながら決定することと
しています。 
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愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

２ 歯科医師、薬剤師 
 【現状と課題】                  

第９章 

１ 医師、歯科医師、薬剤師 
 【現状と課題】       

 現  状 
 （削除）※「1 医師確保計画の推進」 

創設による 

 課  題  現  状  
1 医 師
(1) 医師法第６条第３項による医師の届出
状況
○ 本県を従業地としている医師の届出
数（平成28(2016)年12月31日現在）は、
16,410人で前回調査の平成26年(2014
年)に比べ483人増加しており、そのう
ち病院及び診療所の医師もそれぞれ増
加しています。
しかし、人口10万対の医師数を全国

と比較すると、医師の届出数は全国
251.7人に対し本県
218.6人、病院に従事する医師は全国
159.4人に対し本県136.3人、診療所に
従事する医師は全国80.7人に対し本県
71.5人といずれも下回っています。(表
9-1-1) 

○ 医療圏別の人口10万対の医師数をみ
ると、名古屋・尾張中部医療圏(292.3人)
及び尾張東部医療圏(393.4人)は県数値
を大きく上回っていますが、他の９医
療圏では県数値を下回っています。(表
9-1-2) 

(2) 医師の養成 
 ○ 本県では４大学に医学部が設置され

ており、入学定員は 444 人となってい
ます。(表 9-1-3) 

○ 国においては、平成 16(2004)年４月
から、医師としての人格を涵養し、基本
的な診療能力を習得させることを基本
理念とする新たな臨床研修(２年)が必

 課  題 

○ 本県の医師数自体は年々
増加しているものの全国平
均を下回っており、また、医
療圏ごとに偏在が見られま
す。

※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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修化されました。 
○ 本県では、56施設(平成28(2016)年４
月１日現在）が臨床研修病院に指定さ
れており、平成28(2016)年度に採用さ
れた研修医数は466人となっています。
（表9-1-4） 

○ 平成30(2018)年度から19の診療領域
による新たな専門医制度が、第三者機
関の一般社団法人日本専門医機構の所
管により開始されます。 

(3) 病院勤務医の不足の問題 
○ 本県においては、平成 29(2017)年６
月末現在、県内 323 病院中 20.1%にあ
たる 65 病院で医師不足のために診療
制限が行われており、引き続き深刻な
影響が生じています。（表 9-1-5） 

○ 全ての医療圏において診療制限が行
われています。また、都市部の名古屋・
尾張中部医療圏においても、診療制限
を行っている病院が相当数（132病院中
22 病院）にのぼっています。（表 9-1-
5） 

○ この病院勤務医の不足の原因とし
て、 
・ 平成 16(2004)年４月から始まった
「新医師臨床研修制度」による大学
医学部の医師派遣機能の低下 

・ 夜間・休日における患者の集中な
どによる病院勤務医の過重労働 

・ 女性医師の出産・育児等による離
職 

・ 産科などの診療科における訴訟リ
スクに対する懸念 

・医療の高度化・専門化による、総合医
のような幅広く診ることのできる医

○ 新たな専門医制度では、
地域の医療関係者により構
成される地域医療支援セン
ター運営委員会における協
議を踏まえ、医師の地域偏
在及び診療科の偏在の拡大
を招くことがないように努
める必要があります。

○ 病院勤務医の勤務環境改
善に向けた取組や、女性医
師の離職を防ぐためのキャ
リア継続支援などさらなる
対策が必要とされていま
す。

○ 医師養成数を増加させる
だけではなく、病院勤務医
が不足している地域や診療
科に勤務し、地域医療に貢
献する医師を養成すること
が必要になります
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師の不足 
などの問題が指摘されています。 

○ 国は、医師数そのものを増加させる
ため、大学医学部の入学定員を平成
19(2007) 年 度 の 7,625 人 か ら 平 成
29(2017)年度には9,420人まで増員さ
せており、本県4大学の医学部入学定員
は、平成20(2008)年度の380人から平成
28(2016)年度には64人増員され444人
となっています。（表9-1-3） 
平成28(2016)年度の診療報酬改定に

おいて、チーム医療の推進、勤務環境の
改善、業務効率化の取組等による医療
従事者の負担軽減等に向けた評価の引
き上げなどの対策が実施されていま
す。 

(4) 地域医療支援センター等 
 ○ 本県では、平成27(2015)年４月に地

域医療支援センターを設置し、地域医
療介護総合確保基金を活用して、ドク
ターバンク事業を始め、先進的医療技
術の研修を実施する県内４大学病院等
への支援、医師不足地域の病院に医師
を派遣する病院への支援、知事が指定
した医療機関への勤務を償還免除要件
とした医学生に対する修学資金の貸
与、女性医師のキャリア継続支援など
の医師確保対策を実施しています。 

 ○ 医師不足対策のため、卒業後、地域
の医療機関で一定期間従事する条件で
医学部に入学する地域枠の制度があ
り、本県では、平成29(2017)年度までに
157名が入学しています。（表9－1－6）

 ○ 医師不足の問題は、臨床研修や診療
報酬といった制度の設計者である国で
なければ解決できない問題が多いた

○ 国において抜本的な対策
が実施されることが求めら
れるとともに、県としても、
国と連携しながらできる限
りの対策を実施していく必
要があります。

○ 大学所在地の都道府県出
身者が、臨床研修修了後、そ
のまま同じ都道府県で定着
する割合が高いことから、
地域枠による入学者は、原
則として、地元出身者に限
定することが必要です。

○ 地域枠制度の学生が卒業
することで、地域で勤務す
る医師が増加していくた
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１ 歯科医師 
(1) 歯科医師法第6条第3項による届出 

状況 
○ 本県を従業地としている歯科医師

の届出数（平成30(2018)年12月31日現
在）は、5,738人で前回調査の平成28
（2016）年に比べ55人増加していま
す。（表9-1-1） 

○ 人口10万対歯科医師数でみると
76.1人となっており、全国の83.0人を
下回っています。 
また、医療圏別では、名古屋医療圏

が多く96.4人、海部医療圏が44.2人と
少ない状況になっています。（表9-1-
2） 

○ 海部、東三河北部医療圏では0～2人
の町村があり、豊根村は従業歯科医師
がいない状況です。 

   また、西三河北部、東三河北部医療
圏に無歯科医地区（令和元(2019)年10
月現在）が22地区あります。 

(2) 歯科医師の養成 
○ 本県では1大学に歯学部が設置され

ており、令和２（2020）年度入学定員
は125人となっています。（表9-1-3）

○ 県全体では､国が目標と
してきた人口10万対50人確
保を達成しており､10医療
圏で50人を超えています
が､地域によっては低いと
ころがあるなど偏在の問題
があります。

○ 無歯科医地区等での歯科
保健対策の充実強化を図る
とともに､歯科医師の確保
が課題です。

め、病院の勤務環境改善への取組や救
急医、小児科医、産科医など病院勤務医
の労働が正しく評価されるような診療
報酬体系の見直しを行うことなど抜本
的な対策を実施するよう国に働きかけ
ています。 

 ○ 平成28(2016)年2月に医療勤務環境
改善支援センターを設置し、愛知労働
局が行う医療労務管理支援事業と一体
となって、医療従事者の勤務環境の改
善に取り組む医療機関を支援していま
す。 

２ 歯科医師 
(1) 歯科医師法第6条第3項による届出 

状況 
○ 本県を従業地としている歯科医師

の届出数（平成28(2016)年12月31日現
在）は、5,683人で前回調査の平成26年
に比べ102人増加しています。（表9-1-
1） 

○ 人口10万対歯科医師数でみると
75.7人となっており、全国の82.4人を
下回っています。 
また、医療圏別では、名古屋医療圏

が多く96.7人、海部医療圏が43.5人と
少ない状況になっています。（表9-1-
2） 

○ 海部、東三河北部医療圏では1～2人
の町村があり、豊根村は従業歯科医師
がいない状況です。 

   また、西三河北部、東三河北部医療
圏を中心に無歯科医地区（平成
26(2014)年10月現在）が32地区ありま
す。 

(2) 歯科医師の養成 
○ 本県では1大学に歯学部が設置され

ており、平成28年度入学定員は125人
となっています。（表9-1-3） 

め、適切なキャリア形成が
確保できるよう、大学医学
部や大学病院と十分連携し
て、就業義務年限や勤務地、
診療科などを定めた地域枠
医師のキャリア形成プログ
ラムを作成する必要があり
ます。

○ 県全体では､国が目標と
してきた人口10万対50人確
保を達成しており､全ての
医療圏で50人を超えていま
すが､医師と同様に地域に
よっては低いところがある
など偏在の問題がありま
す。

○ 無歯科医地区等での歯科
保健対策の充実強化を図る
とともに､歯科医師の確保
が課題です。
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○ 国においては､平成18年4月から、歯
科医師としての人格を涵養し、基本的
な診療能力を身につけることを基本
理念とした、臨床研修(1年)が必修化
されました。 

   令和元(2019)年度研修は、募集定員
226人に対して、研修者数96人です。
（表9-1-4） 

２ 薬剤師 
○ 薬剤師法第9条による、本県を従業地
としている薬剤師の届出数は15,446人
(平成30(2018)年12月31日現在)で、人
口10万対では全国平均を下回っていま
すが、増加傾向が続いています。（表9-
1-5） 

○ 薬局従事者は9,639人で、届出者の約
半数を占めています。（表9-1-5） 

○ 患者本位の医薬分業を推進するため
に、かかりつけ薬剤師の育成が必要で
す。 

○ 平成17(2005)年度から金城学院大学
及び愛知学院大学に薬学部が設置さ
れ、計4大学の入学定員は660人です。
(表9-1-6） 

○ 平成 18(2006)年度から薬学部が6年制
教育課程に移行し、平成 24(2012)年 4
月に初めて 6 年制薬剤師が誕生してい
ます。 

○ かかりつけ薬剤師を育成
するために、薬物治療等の
基本的な知識の習得ととも
にコミュニケーション能力
の向上を図る研修を、地域
の薬剤師会や薬業団体と連
携しながら開催していく必
要があります。

○ 患者に選択してもらえる
薬剤師となるため、専門性
を持った薬剤師の養成が必
要です。

○ 国においては､平成18年4月から、歯
科医師としての人格を涵養し、基本的
な診療能力を身につけることを基本
理念とした、臨床研修(1年)が必修化
されました。 

   平成28年度研修は、募集定員212人
に対して、研修者数115人です。（表9-
1-4） 

３ 薬剤師 
○ 薬剤師法第9条による、本県を従業地
としている薬剤師の届出数は14,684人
(平成28(2016)年12月31日現在)で、人
口10万対では全国平均を下回っていま
すが、増加傾向が続いています。（表9-
1-6） 

○ 薬局従事者は8,916人で、届出者の約
半数を占めています。（表9-1-6） 

○ 患者本位の医薬分業を推進するため
に、かかりつけ薬剤師の育成が必要で
す。 

○ 平成17(2005)年度から金城学院大学
及び愛知学院大学に薬学部が設置さ
れ、計4大学の入学定員は660人です。
(表9-1-7） 

○ 平成18(2006)年度から薬学部が6年
制教育課程に移行し、平成24(2012)年4
月に初めて6年制薬剤師が誕生してい
ます。 

○ かかりつけ薬剤師を育成
するために、薬物治療等の
基本的な知識の習得ととも
にコミュニケーション能力
の向上を図る研修を、地域
の薬剤師会や薬業団体と連
携しながら開催していく必
要があります。
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【今後の方策】 
（削除）※「1 医師」創設による

（削除）※「1 医師」創設による

（削除）※「1 医師」創設による

○ 医薬分業、在宅医療の進展等に伴い、地域の需要に即したかかりつけ
薬剤師の確保と質の向上を目指します。

〇 薬剤師を確保するために、結婚・育児等を理由に休業している薬剤師
のうち勤労意欲のある方に対して研修会等を開催し、復職を支援しま
す。（県薬剤師会への委託） 

【今後の方策】 
○ 医師確保については、次の施策を実施するとともに、地域医療支援セ
ンター運営委員会等において新たな医師確保対策について検討してい
きます。 

○ 国に対して、病院勤務医不足の問題の解決に向けた抜本的対策の実
施を働きかけていきます。

○ 医薬分業、在宅医療の進展等に伴い、地域の需要に即したかかりつけ
薬剤師の確保と質の向上を目指します。

（新規）
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（削除）※「1 医師」創設による

（削除）※「1 医師」創設による
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（削除）※「1 医師」創設による
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愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

３ 看護職員 
 【現状と課題】                  

２ 看護職員 
 【現状と課題】       

 現  状 
１ 就業看護職員の状況

○ 平成30 (2018)年に実施した「看護業
務従事者届」の状況では、届出数（実人
員）は79,846人で、前回(平成28 (2016)
年)の77,538人から2,308人（3.0%）増
加しています。（表9-2-2）

○ 職種別では、看護師が 3,002 人
(5.1%)、助産師が16人(0.7%)､保健師が
173人 (6.8%)それぞれ増加しました
が、准看護師は883人減少(6.1%)して
います。
 また、就業場所としては、病院と診
療所が合わせて81.1%で、介護保険関
係施設は7.2%となっています。
職種別にみると、保健師は65.6%が

公的機関である保健所、市町村又は都
道府県に勤務しています。

○ 看護職員の就業先は、介護保険施設、
訪問看護ステ－ション等にも広がって
います。

 課  題 

○ 看護業務従業者は年々増
加していますが、引き続き
計画的かつ安定的な確保を
図る必要があります。また、
少子高齢化の更なる進行や
医療の高度化などにより、
患者のニーズに応じたより
質の高い看護が求められて
います。

○ 看護職員を安定的に確保
する上で、新卒就業者数が
最も重要な位置を占めるた
め、県立の看護専門学校等
での養成を継続するととも
に、看護職を目指す者が希
望どおり看護職に就けるよ
う支援していく必要があり
ます。
 また、少子化の進行に伴
い看護職への志望者数の動
向にも留意する必要があり
ます。

○ 医療の高度化や在宅医療
の推進、介護老人保健施設
などの介護保険関係サービ
スのニーズの増加が予想さ
れるため、より一層、看護職
員の必要職員数を確保して
いく必要があります。

  特に、訪問看護について
は、地域包括ケアシステム

 現  状 
１ 就業看護職員の状況
○ 平成28(2016)年に実施した「看護業
務従事者届」の状況では、届出数（実人
員）は77,538人で、前回(平成26(2014)
年)の73,551人から3,987人（5.4%）増
加しています。（表9-2-2）

○ 職種別では、看護師が 4,374 人
(8.1%)、助産師が174人(8.5%)､保健師
が212人(9.1%)それぞれ増加しました
が、准看護師は773人減少(5.1%)して
います。
 また、就業場所としては、病院と診療
所が合わせて81.9%で、介護保険関係
施設は7.0%となっています。
職種別にみると、保健師は67.5%が

公的機関である保健所・市町村に勤務
しています。

○ 看護職員の就業先は、介護保険施設、
訪問看護ステ－ション等にも広がって
います。

 課  題 

○ 看護業務従業者は年々増
加していますが、引き続き
計画的かつ安定的な確保を
図る必要があります。また、
少子高齢化の更なる進行や
医療の高度化などにより、
患者のニーズに応じたより
質の高い看護が求められて
います。

○ 看護職員を安定的に確保
する上で、新卒就業者数が
最も重要な位置を占めるた
め、県立の看護専門学校等
での養成を継続するととも
に、看護職を目指す者が希
望どおり看護職に就けるよ
う支援していく必要があり
ます。
 また、少子化の進行に伴
い看護職への志望者数の動
向にも留意する必要があり
ます。

○ 医療の高度化や在宅医療
の推進、介護老人保健施設
などの介護保険関係サービ
スのニーズの増加が予想さ
れるため、より一層、看護職
員の必要職員数を確保して
いく必要があります。

  特に、訪問看護について
は、地域包括ケアシステム

※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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２ 看護職員需給推計
 ○ 令和元（2019）年 11 月に令和７

（2025）年における看護職員の需給推
計を策定しましたが、それによると、
6,419 人～13,403 人の看護職員の不足
が見込まれています。（表 9-2-1）

 （削除）

３ 看護職員養成状況
○ 看護師等学校養成所の入学定員の状
況をみると、看護師養成定員はやや増
加傾向、准看護師養成定員は減少傾向
になっております。学校の種類別で
は、大学での養成が増加し、養成所で
の養成は減少傾向にあります。
なお、今後は、看護師養成定員は同

様に推移しますが、准看護師養成定員
は減少傾向にあるものと見込んでいま
す。（表9-2-3）

○ また、看護職員の資質向上策の一つ
として、准看護師が看護師資格を得る
ための教育を推進するため、「2年課程
通信制」が平成16(2004)年から制度化
され、本県では、入学定員250人の養成
所が1校あります。平成31(2019)年度の

の構築を進めるためには、
職員の確保及び資質の向上
がますます必要とされま
す。

○ 少子化の進行や高学歴化
などの影響により新卒就業
者数が減少傾向にあるた
め、今後、必要な看護職員数
を確保していくためには、
離職防止や再就業の促進等
の取組をより一層実施して
いく必要があります。

○ 介護保険事業支援計画に
おける訪問看護や介護保険
サービスでの利用見込み量
の増加に伴い、この分野で
従事する看護職員の確保を
図る必要があります。

○ 今後も、この需給推計を
踏まえて各種の看護対策事
業を推進していきます。

○ 保健医療や医療従事者を
取り巻く環境の変化に伴
い、看護基礎教育の内容が
見直され、新しいカリキュ
ラムが令和4（2022）年度（2
年課程は令和5（2023）年
度）から適用されます。看護
師等養成所が効果的なカリ
キュラムを作成できるよう
に技術的助言を継続して行
う必要があります。

○ 2年課程通信制について、
平成30(2018)年度から通信
制課程の入学・入所資格で
ある准看護師としての就業
経験年数が短縮されている
ため、7年以上看護業務に従

２ 看護職員需給見通し
 ○ 平成 22(2010)年 12 月に策定した「第

7 次看護職員需給見通し」（常勤換算）
によると、看護職員の充足率は、平成
23(2011) 年 の 94.0 ％ か ら 、 平 成
27(2015)年には 98.9％と年々向上して
います。（表 9-2-1）

○ 2025 年に向けた平成 30(2018)年度
以降の「第 8 次看護職員需給見通し」
は、全国的な推計方法を用いて平成
30(2018)年度に策定する予定です。

３ 看護職員養成状況
○ 看護師等学校養成所の入学定員の状
況をみると、看護師養成定員は増加傾
向、准看護師養成定員は横ばい傾向に
なっております。学校の種類別では、
大学での養成が増加し、養成所での養
成は減少傾向にあります。
なお、今後は、看護師養成定員は同

様に推移しますが、准看護師養成定員
は減少傾向にあるものと見込んでいま
す。（表9-2-3）

○ また、看護職員の資質向上策の一つ
として、准看護師が看護師資格を得る
ための教育を推進するため、「2年課程
通信制」が平成16(2004)年から制度化
され、本県では、入学定員250人の養成
所が1校あります。平成28(2016)年度の

の構築を進めるためには、
職員の確保及び資質の向上
がますます必要とされま
す。

○ 少子化の進行や高学歴化
などの影響により新卒就業
者数が減少傾向にあるた
め、今後、必要な看護職員数
を確保していくためには、
離職防止や再就業の促進等
の取組をより一層実施して
いく必要があります。

（新規）

○ 今後も、この需給見通し
を踏まえて各種の看護対策
事業を推進していきます。

○ 保健医療や医療従事者を
取り巻く環境は刻々と変化
するため、それに対応して、
看護教育内容の向上に継続
的に取り組んでいく必要が
あります。

○ 2年課程通信制について、
平成30(2018)年度から通信
制課程の入学・入所資格で
ある准看護師としての就業
経験年数が短縮されるた
め、7年以上看護業務に従事
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卒業生は264人、国家試験合格者は221
人となっています。

４ 看護職員の離職防止
 ○ 平成31(2019)年度に日本看護協会が
実施した「2019年病院看護実態調査」
の状況では、愛知県の常勤看護職員の
離職率は 12.0％、新卒採用者の離職率
は 7.3%となっています。

５ 看護職員の就業支援
○ ナースセンターでは、平成27(2015)
年度から相談員の増員や名駅支所の開
設、ハローワークとの連携強化に取組
んでおり、平成31(2019)年度の求人登
録数は13,087件、求職登録者数は3,923
人、就職あっせん者数は1,375人となっ
ています。（表9-2-4）

 ○ 出産等のために就業先を長期間離れ
ていた場合、必要な知識や技術に不安
を感じて、再就業をためらう看護職員
がいます。

 ○ 再就業に必要な知識や技術を習得さ
せ就業を促進するため、看護職カムバ
ック研修を実施しています。その受講
生の就業率は平成 31(2019)年度は
53.0％でした。（表 9-2-5）

６ 看護職員の継続教育
○ 看護職員の継続教育を推進するため
の拠点として、平成15(2003)年度から
「愛知県看護研修センター」を設置し、
看護教員等指導者の養成や施設内教育
等の支援、再就業希望者のための実務

事している准看護師数の動
向に留意していきます。

○ 常勤看護職員の離職率が
全国（10.7％）と比較して高
いため、離職率を低下させ
るための対策を行う必要が
あります。
○ 新人看護職員の早期離職
防止や院内教育の充実を図
るために新人看護職員研修
や中小病院での出張研修を
引き続き進めていく必要が
あります。

○ 求人・求職登録件数は増
えているものの、求人・求職
間の条件面の格差があるた
め、引き続きナースセンタ
ーにおいて、求人・求職間の
条件面の格差などミスマッ
チの原因分析を行い、再就
業の促進を図っていく必要
があります。
○ また、定年退職後の看護
職の再雇用制度の普及や労
働者派遣事業者との連携な
ども視野に入れていく必要
があります。
○ 看護職カムバック研修の
受講者の確保や研修受講生
の就業を促進することが課
題となっています。

○ 医療の高度化、専門分化
や在宅医療の多様化など保
健医療をとりまく環境が変
化する中で、看護職員には、
より高度な専門知識及び専

卒業生は270人、国家試験合格者は194
人となっています。

４ 看護職員の離職防止
 ○ 平成 28(2016)年度に日本看護協会が
実施した「2016年病院看護実態調査」
の状況では、愛知県の常勤看護職員の
離職率は 12.0％、新卒採用者の離職率
は 5.9%となっています。

５ 看護職員の就業支援
○ ナースセンターでは、平成27(2015)
年度から相談員の増員や名駅支所の開
設、ハローワークとの連携強化に取組
んでおり、平成28(2016)年度の求人登
録数は10,310件、求職登録者数は3,414
人、就職あっせん者数は1,220人となっ
ています。（表9-2-4）

 ○ 出産等のために就業先を長期間離れ
ていた場合、必要な知識や技術に不安
を感じて、再就業をためらう看護職員
がいます。

 ○ 再就業に必要な知識や技術を習得さ
せ就業を促進するため、看護職カムバ
ック研修を実施しています。その受講
生の就業率は平成 28(2016)年度は
47.7%でした。（表 9-2-5）

６ 看護職員の継続教育
○ 看護職員の継続教育を推進するため
の拠点として、平成15(2003)年度から
「愛知県看護研修センター」を設置し、
看護教員等指導者の養成や施設内教育
等の支援、再就業希望者のための実務

している准看護師数の動向
に留意していきます。

○ 常勤看護職員の離職率が
全国（10.9％）と比較して高
いため、離職率を低下させ
るための対策を行う必要が
あります。
○ 新人看護職員の早期離職
防止や院内教育の充実を図
るために新人看護職員研修
や中小病院での出張研修を
引き続き進めていく必要が
あります。

○ 求人・求職登録件数は増
えているものの、求人・求職
間の条件面の格差があるた
め、引き続きナ－スセンタ
－において、求人・求職間の
条件面の格差などミスマッ
チの原因分析を行い、再就
業の促進を図っていく必要
があります。
○ また、定年退職後の看護
職の再雇用制度の普及や労
働者派遣事業者との連携な
ども視野に入れていく必要
があります。
○ 看護職カムバック研修の
受講者の確保や研修受講生
の就業を促進することが課
題となっています。

○ 医療の高度化、専門分化
や在宅医療の多様化など保
健医療をとりまく環境が変
化する中で、看護職員には、
より高度な専門知識及び専
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研修などの事業を実施しています。
○ 平成31(2019)年度は、11種類の研修
事業を延37回開催し、合計647人の受
講者がありました。（表9-2-6）

 ○ 保健医療福祉環境が変化するにつれ
て、看護の役割が拡大し、臨床におい
ても質の高い看護ケアが求められてい
るため、「救急看護」など21の特定の看
護分野において、水準の高い熟練した
看護技術と知識を用いて看護実践がで
き、他の看護職員のケア技術向上の指
導ができる『認定看護師』を育成して
います。
県内では、愛知県看護協会及び愛知
県立大学が、日本看護協会から認定看
護師教育機関として認定を受けてお
り、愛知県看護協会では、「摂食・嚥下
障害看護」、「訪問看護」の分野の認定
看護師が、愛知県立大学では、「がん化
学療法看護」、「がん性疼痛看護」の分
野の認定看護師が育成されています。
○ 在宅医療等の推進を図っていくため
には、看護師が医師又は歯科医師の判
断を待たず、手順書により一定の診療
の補助（特定行為）を行う看護師を養
成・確保していく必要があることから、
平成27(2015)年10月より特定行為に係
る看護師の研修制度が開始されまし
た。
県内では、大学院２課程、病院６施
設及び愛知県看護協会の計９か所が厚

門技術の習得が求められて
おり、看護職員への継続教
育の充実がますます重要と
なります。
  また、看護基礎教育を推
進する上で指導的な役割を
果たす看護教員リーダーを
養成するために、教務主任
養成講習会を平成30(2018)
年度に開講しましたが、今
後定期的な開催を目指しま
す。

○ 医療の高度化、専門分化
に伴い、看護現場において
は、特定の看護分野におい
て、水準の高い看護を提供
できる認定看護師がますま
す必要とされていることか
ら、更に認定看護師の育成
を目指します。

○ 県内では、修了者が 55人
（平成 30(2018)年度末時点）
と限られていることから、今
後も特定行為研修の修了者の
確保に努めます。

研修などの事業を実施しています。
○ 平成28(2016)年度は、11種類の研修
事業を延37回開催し、合計716人の受
講者がありました。（表9-2-6）

 ○ 保健医療福祉環境が変化するにつれ
て、看護の役割が拡大し、臨床において
も質の高い看護ケアが求められている
ため、「救急看護」など21の特定の看護
分野において、水準の高い熟練した看
護技術と知識を用いて看護実践がで
き、他の看護職員のケア技術向上の指
導ができる『認定看護師』を育成してい
ます。
県内では、愛知県看護協会及び愛知
県立大学が、日本看護協会から認定看
護師教育機関として認定を受けてお
り、愛知県看護協会では、「脳卒中リハ
ビリテーション看護」、「摂食・嚥下障害
看護」、「訪問看護」の分野の認定看護師
が、愛知県立大学では、「がん化学療法
看護」、「がん性疼痛看護」の分野の認定
看護師が育成されています。
○ 在宅医療等の推進を図っていくため
には、看護師が医師又は歯科医師の判
断を待たず、手順書により一定の診療
の補助（特定行為）を行う看護師を養
成・確保していく必要があることから、
平成27(2015)年10月より特定行為に係
る看護師の研修制度が開始されまし
た。
県内では、愛知医科大学及び藤田保
健衛生大学の各大学院が厚生労働大臣

門技術の習得が求められて
おり、看護職員への継続教
育の充実がますます重要と
なります。
  また、看護基礎教育を推
進する上で指導的な役割を
果たす看護教員リーダーを
養成するために、教務主任
養成講習会の平成30(2018)
年度開講を目指していま
す。

○ 医療の高度化、専門分化
に伴い、看護現場において
は、特定の看護分野におい
て、水準の高い看護を提供
できる認定看護師がますま
す必要とされていることか
ら、更に認定看護師の育成
を目指します。

○ 県内では、特定行為研修
機関が２つであり、修了者が
26人（平成 28(2016)年度末時
点）と限られていることから、
今後も特定行為研修の修了者
の確保に努めます。

2
6
4



生労働大臣から特定行為研修機関の指
定を受けております。

から特定行為研修機関の指定を受けて
おります。 

【今後の方策】 
(1) 量的な確保
○ 県立大学看護学部及び県立看護専門学校において、引き続き資質
の高い看護職員の養成に努めます。
○ 看護師等養成所の定期的な運営指導などにより、養成所の適正な
運営の維持・向上及び新卒就業者数の確保に努めます。
○ 看護技術に不安のある新人看護職員の離職を防止するため、新人
看護職員研修の助成や研修体制の整わない病院（主に中小病院）等に
対し、出張研修を実施します。
○ 看護職員の離職防止・復職支援のため、病院内保育の充実、勤務環
境の改善を支援します。
○ ナ－スセンタ－における就業促進事業の充実に努めます。

(2) 資質の向上
○ 社会的に有為な看護師を育成するため、看護師等養成所における
基礎教育の充実に努めます。
○ 研修体制の整わない病院等の看護職員の資質の向上に努めます。
○ 認定看護師及び特定行為研修の修了者など高度な看護実践能力を
有する人材の養成・確保に努めます。
○ 訪問看護職員については、「訪問看護ステーションと医療機関の看
護師の相互研修」や「新人職員の同行研修」への支援など、資質向上
の支援及び職員の確保をしていきます。

(3) 普及啓発等
○ 看護職への志望者数の動向に留意するとともに、看護対策の基盤
として引き続き「看護の心」の普及啓発に努めます。

【今後の方策】 
(1) 量的な確保
○ 県立大学看護学部及び県立看護専門学校において、引き続き資質
の高い看護職員の養成に努めます。
○ 看護師等養成所の定期的な運営指導などにより、養成所の適正な
運営の維持・向上及び新卒就業者数の確保に努めます。
○ 看護技術に不安のある新人看護職員の離職を防止するため、新人
看護職員研修の助成や研修体制の整わない病院（主に中小病院）等に
対し、出張研修を実施します。
○ 看護職員の離職防止・復職支援のため、病院内保育の充実、勤務環
境の改善を支援します。
○ ナ－スセンタ－における就業促進事業の充実に努めます。

(2) 資質の向上
○ 社会的に有為な看護師を育成するため、看護師等養成所における基
礎教育の充実に努めます。
○ 研修体制の整わない病院等の看護職員の資質の向上に努めます。
○ 認定看護師及び特定行為研修の修了者など高度な看護実践能力を
有する人材の養成・確保に努めます。
○ 訪問看護職員については、「訪問看護ステーションと医療機関の看
護師の相互研修」や「新人職員の同行研修」への支援など、資質向上
の支援及び職員の確保をしていきます。

(3) 普及啓発等
○ 看護職への志望者数の動向に留意するとともに、看護対策の基盤
として引き続き「看護の心」の普及啓発に努めます。
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愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

４ 理学療法士、作業療法士、その他 
 【現状と課題】                  

３ 理学療法士、作業療法士、その他 
 【現状と課題】       

１ 理学療法士、作業療法士
○ 厚生労働省の平成29年医療施設静態調

査によれば、本県の病院に勤務してい
る理学療法士は常勤換算で3,603.1人
（人口10万対47.9人、全国平均61.9
人）、作業療法士は1,980.4人(人口10万
対26.3人､全国平均35.6人)となってい
ます｡

○ 県内には、令和2(2020)年4月1日現
在、理学療法士の養成施設が18施設（入
学定員965人）、作業療法士が13施設
（入学定員465人）あります｡

２ 歯科衛生士、歯科技工士
○ 平成30年度衛生行政報告例(厚生労
働省)によると、平成30(2018)年末現
在、本県に就業している歯科衛生士は
6,682人（人口10万対88.7人、全国平均
104.9人）で、このうち95.2％が病院、
診療所に勤務しています。

○ 歯科技工士は 1,699 人（人口 10 万
対 22.1 人、全国平均 27.3 人）で、主
な就業先は歯科技工所が 80.2%、病院・
歯科診療所が 18.8%となっています。

○ 県内には、令和2(2020)年4月1日現
在、歯科衛生士の養成施設は11施設(入
学定員652人)あります。歯科技工士の
養成施設は3施設(入学定員105人)あり
ますが、入学定員に対する充足率が
73.3％と定員割れをしている状況で
す。

３ 診療放射線技師等

 課  題 

○ 理学療法士及び作業療法
士は､人口の高齢化の進展
に伴い、介護保険法等によ
る訪問リハビリテ－ショ
ン､通所リハビリテ－ショ
ン事業等で､今後ますます
需要が多くなることから､
質的､量的充実が求められ
ます。

○ 社会構造や医療ニ－ズの
変化等に伴い、歯科衛生士
の担う業務が多様化、高度
化してきており、資質の向
上と人材の確保が求められ
ています。

○ 歯科衛生士の確保のた
め、早期離職の防止と未就
労歯科衛生士の復職を支援
する必要があります。

○ 歯科技工士は、全国的に
人手不足の傾向が続く中、
人材の確保が課題となって
います。

 現  状 
１ 理学療法士、作業療法士
○ 厚生労働省の平成28年病院報告によ
れば、本県の病院に勤務している理学
療法士は常勤換算で3,425.8人（人口10
万対45.6人、全国平均58.5人）、作業療
法士は1,898.2人(人口10万対25.3人､
全国平均34.6人)となっています｡

○ 県内には、平成29(2017)年4月1日現
在、理学療法士の養成施設が18施設（入
学定員950人）、作業療法士が13施設
（入学定員480人）あります｡

２ 歯科衛生士、歯科技工士
○ 平成28年度衛生行政報告例(厚生労
働省)によると、平成28(2016)年末現
在、本県に就業している歯科衛生士は
5,675人（人口10万対75.6人、全国平均
97.6人）で、このうち95.5％が病院、診
療所に勤務しています。

○ 歯科技工士は 1,562 人（人口 10 万対
20.8 人、全国平均 27.3 人）で、主な就
業先は歯科技工所が 80.2%、病院・歯
科診療所が 19.4%となっています。

○ 県内には、平成29(2017)年4月1日現
在、歯科衛生士の養成施設は10施設(入
学定員562人)あります。歯科技工士の
養成施設は3施設(入学定員105人)あり
ますが、入学定員に対する充足率が
59.0％と大きく定員割れをしている
状況です。

３ 診療放射線技師等

 課  題 

○ 理学療法士及び作業療法
士は､人口の高齢化の進展
に伴い、介護保険法等によ
る訪問リハビリテ－ショ
ン､通所リハビリテ－ショ
ン事業等で､今後ますます
需要が多くなることから､
質的､量的充実が求められ
ます。

○ 社会構造や医療ニ－ズの
変化等に伴い、歯科衛生士
の担う業務が多様化、高度
化してきており、資質の向
上と人材の確保が求められ
ています。

○ 歯科衛生士の確保のた
め、早期離職の防止と未就
労歯科衛生士の再就労を支
援する必要があります。

○ 歯科技工士は、全国的に
人手不足の傾向が続く中、
人材の確保が課題となって
います。

※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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○ 上記以外に保健医療関係の資格制度と
して、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装
具士、診療放射線技師、臨床検査技師、
臨床工学技士、あん摩マッサ－ジ指圧
師等があります｡（表 9-3-1）

○ 上記以外に保健医療関係の資格制度と
して、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装
具士、診療放射線技師、臨床検査技師、
臨床工学技士、あん摩マッサ－ジ指圧
師等があります｡（表 9-3-1）

【今後の方策】 
○ 医師や看護師を含めた保健医療従事者が、緊密な連携を保ち、患者に
適切な医療を提供する「チーム医療」に対応できるよう、資質の高い保
健医療従事者の養成を推進します。 

【今後の方策】 
○ 医師や看護師を含めた保健医療従事者が、緊密な連携を保ち、患者に
適切な医療を提供する「チーム医療」に対応できるよう、資質の高い保
健医療従事者の養成を推進します。 
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